
上峰町地方創生移住支援金フローチャート

転入後の状況について次の①～⑤のいずれかに該当する。

令和4年4月1日以降に転入した。

転入する直前に連続して１年以上、

東京23区内に住所を有していた。

転入する直前に連続して1年以上、東

京圏（※1）に住所を有し、東京23区

内に通勤（※2）していた。（※3）

転入する直前の10年間のうち通算

5年以上、東京23区内に住所を有

していた。

転入する直前の10年間のうち通算5年

以上東京圏（※1）に住所を有し、東

京23区内に通勤（※２）していた。

①佐賀県がマッチングサイトに掲載し

ている求人に応募し、就業した。

②プロフェッショナル人材事業又は先導

的人材マッチング事業により就業した。

③勤務先からの命令ではなく、自己の意思によっ

て移住し、移住元の業務をテレワークにより行う。

④上峰町が定める関係人口要

件（※4）に該当する。

⑤佐賀県から起業支援金

の交付決定を受けている。

移住支援金の交付対象となる可能性があります。詳細な要件の確認が必要になりますので詳しくは、政策課までお問い合わせください。
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※１ 東京圏とは東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県のうち条件不利地域を除い

た市町村をいう。

※２ 東京23区内に通勤していた期間については、東京圏に住所を有しつつ、東京

23区内の大学等に通学し、東京23区内に通勤していた者に限り、当該通学の期

間を通算することができる。

※３ 東京圏に住所を有し転入した日の３月前の日から転入した日の前日までのい

ずれかの日において連続して１年以上、東京23区内に通勤していた場合に限る。

※４ 関係人口は次に掲げる①～⑤のいずれかに該当する者とする。

① 3親等以内の親族が上峰町に住所を有していること。

② 過去に5年以上、上峰町に住所を有していること。

③ 上峰町内において新規に就労を行うこと。

④ 上峰町内で起業していること。

⑤ 上峰町へのふるさと応援寄附を複数年度にわたり２回以上行っていること。

⑥ 上峰町内で新規に就農し50アール以上の農地を所有又は利用する予定である。

転入後1年以内である。

5年以上継続して居住する意思がある。

YES

YES

NO

NO

NO

交付対象外

NO


